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はじめに 

 

 これまでも、教育委員会、警察本部、知事部局において、それぞれが、少年非行の防止対

策に取り組んでまいりましたが、本県における少年非行の憂慮すべき状況のことを考えます

と、こうした状況の抜本的な改善を図るためには、全庁を挙げた取組として推進していくこ

とが喫緊の課題となっています。 

 

 少年非行の問題には、直ちに適切な対策を立てて、取り組まなければならない課題もあり

ますが、一方で、その背景には複雑で多様な要因が考えられ、問題を解決するためには中長

期的な視点で地道に取組むことが必要な課題もあります。また併せて、こうした取組を進め

る際には、行政と民間等の垣根を超えて、多様な関係機関や家庭などを巻き込んだ地域が一

体となった総合的な取組として進めていく姿勢が欠かせないものと考えています。 

 

 今回、少年非行の問題に携わる関係機関が集まり、これまでの取組の経緯も踏まえながら、

本県における少年非行の現状を検証・分析することを通じて、この問題の背景にあります要

因や課題などを洗い出し、課題解決に向けて必要となる抜本的な対策や今後の目指すべき姿

（成果目標）などを取りまとめ、県民の皆様にトータル・プランとしてお示しすることとい

たしました。県では、今後、この抜本強化策に基づき、少年非行を防止するための対策の強

化を図り、ＰＤＣＡサイクルをしっかりと回しながら、取組を進めてまいります。 

 

 また、こうした取組を通じて、見えてまいりました課題や成果の検証をしっかりと行いな

がら、少年の非行率や再非行率などの動向も見据えたうえで、個々の取組のバージョンアッ

プを図りますとともに、新たな取組などにもチャレンジをいたしますことで、県民挙げての

より効果的で総合的な少年非行の防止対策につなげてまいりたいと考えています。 

 

    平成２５年６月 

 

                              

高 知 県 知 事  尾 﨑 正 直 
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１．少年非行の現状と非行につながる要因の分析を通じた課題の洗い出し 

 ○少年自身の性格的な要因はもちろんのこと、不適切な養育などの家庭的な要因や学校・仲間

問題などに関連する環境的な要因などのほか、子どもたちの規範意識の醸成を担ってきた家

庭や地域社会の教育機能の低下などといった、様々な要因が複合的に絡み合い、子どもたち

の非行問題の発生につながっているということが言われています。 

 ○こうした要因や本県の少年非行の現状の中から課題を洗い出し、課題解決のための効果的な

対策を実践することにより、少年非行の防止と減少につなげていく必要があります。 

 

（１）全国的に見ても憂慮すべき少年非行の現状 

 ・本県における刑法犯少年は、平成２３年は８５３人であり、非行率（２０歳未満の少年人口

１０００人当たりに占める検挙・補導少年の割合）は３年連続の全国ワースト１位となった

ものの、平成２４年は７０９人（１６．９％減少、全国ワースト２位）と、昭和２４年以降

において、最少となりましたが、依然として厳しい状況に変わりありません。（図１） 

【参考：全国】                              

・平成２４年の全国の刑法犯少年は、７９，３９３人と前年に比べ、１５．８％減少してい

ます。 

 ・刑法犯少年のうち、３４．３％（２４３人）が再非行者となっています。（図２） 

 ・刑法犯少年では、中・高校生が５２８人となり全体の７４．５％を占めています。また万引

きや自転車盗等の入口型非行が４４５人で全体の６２．８％を占めています。 

（図３、図４） 

 ・刑法犯少年のうち、高知署、高知南署での補導が５９％（４１８人）を占めています。 

（図５） 

 ・ぐ犯・不良行為少年は、５，０５２人となり、前年に比べ１８．２％減少しています。高校

生は、１，８９４人で全体の３７．５％、中学生は９７８人で１９．４％を占め、中高校生

で全体の約６割を占めています。行為別では、深夜徘徊と喫煙が４，５５４人で全体の９０．

２％となっています。（図６） 

（出典：高知県警少年課 「ヤングスター ～平成２４年補導白書」） 
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 犯罪行為や不良行為は決して許される行為ではないということを子どもにしっかりと教えると

ともに、非行化の進んだ子どもに対して、立直りや自立を支援することによって、再非行に進む

ことを防ぐ必要があります。 

（導き出される課題） 

 ○子どもの規範意識を育み、非行を未然に防止するための取組の強化  →課題１（P8） 

○子どもの立直りを支援し、社会で孤立させないための取組の強化  →課題３（P11） 

 ○子どもが自立した社会生活を営む基礎づくり  →課題７（P14） 
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図２ 刑法犯少年の非行率、再非行率 

本県非行率 本県再非行率 

非行率‰ 

再非行率％ 

小学生以下 43人

(6.1%)

中学生 317人

(44.7%)
高校生 211人

(29.8%)

その他の学生等

28人 (3.9%)

有職少年 49人

(6.9%)

無職少年 61人

(8.6%)

図３ 刑法犯少年の学職別状況 （H２４)

高知署 270人

(38.1%)

高知南署 148人

(20.9%)

中村署

60人

(8.5%)

南国署 45人 (6.3%)

須崎署 35人 (4.9%)

その他の署 151人

(21.3%)

図５ 刑法犯少年の警察署別状況 （H24)

深夜徘徊

3,060人
(60.6%)

喫煙1,494人

(29.6%)

怠学187人

(3.7%)

飲酒109人

(2.2%)
その他202人

(3.9%)

図６ ぐ犯・不良行為少年の行為別状況 （H24）

 

万引き 266人

(59.8%)

自転車盗

75人 (16.9%)

占有離脱物

横領

84人 (18.9%)

オートバイ盗

20人 (4.5%)

図４ 刑法犯少年のうち入口型非行の状況（H24）

※ 計４４５人 (445人/709人=62.8%)
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（２）生徒指導上の諸問題を抱える学校現場の現状 

 ・本県の小・中・高等学校における暴力行為発生件数、不登校児童・生徒数、生徒の中途退学

率はここ３年間上昇する傾向にあり、全国と比較した順位も厳しい結果となっています。 

（図７） 

 

  

 学校において、全ての子どもの自尊感情を育み、社会性や規範意識を高める教育を充実させる

とともに、非行の進んだ子どもに手を差し伸べ、その立直りを支援する取組を強化することが必

要です。 

（導き出される課題） 

 ○子どもの規範意識を育み、非行を未然に防止するための取組の強化  →課題１（P8） 

 ○学校における生徒指導体制の強化  →課題２（P10） 

 ○子どもの立直りを支援し、社会で孤立させないための取組の強化  →課題３（P11） 

 ○子どもが自立した社会生活を営む基礎づくり  →課題７（P14） 

 

 

（３）子どもの体と心を育む保健・福祉分野の現状 

 ・１歳６か月児健診と３歳児健診の受診率は全国平均を大きく下回る状況であり、親自らが適

切な時期に子どもに必要な保健指導や栄養指導等の機会を逃している幼児がいます。（図８） 

 ・青少年の体と心を育む朝食を取らない割合が、高学年になるほど高くなっています。（図９） 

 ・小学生の頃から夜型の生活習慣が身に付き、高学年になるほど生活習慣が乱れる傾向があり

ます。（図１０） 

 

項目 対象 H21 順位 H22 順位 H23 順位

暴力行為発生件数 高知県 7.7件 7位 8.0件 6位 8.6件 2位

（1,000人当たり） 全　国 4.3件 - 4.3件 - 4.0件 -

不登校児童生徒数 高知県 12.7人 8位 13.2人 4位 13.7人 3位

（1,000人当たり） 全　国 11.5人 - 11.3人 - 11.2人 -

不登校生徒数 高知県 16.7人 17位 17.4人 18位 20.8人 10位

（1,000人当たり） 全　国 15.5人 - 16.6人 - 16.8人 -

高知県 1.8% 11位 1.7% 13位 2.2% 2位

全　国 1.7% - 1.6% - 1.6% -

出典：文部科学省「平成21～23年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果」

図７　　　国公私立学校の状況（H21～23年度）

＊データは国公私立合計、順位は全国ﾜｰｽﾄ

生徒数に対する
中途退学率

小・中・高等学校

小・中学校

高等学校

高等学校

高知県 全国

1歳6か月児健診 85.0% 94.4%

3歳児健診 80.1% 91.9%

（出典：厚生労働省「平成23年度地域保健・健康増進事業報告」）

図８　　健診受診率
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 乳幼児期の親の関わりや食事の問題を始めとする家庭での生活習慣が、その後の子どもの心の

乱れに影響を与えていることが考えられます。 

【参考：内閣府「非行原因に関する総合的研究調査」】 

  非行少年は、朝食や夕食を食べる習慣が少なく、とりわけ、朝食を食べる習慣については、

一般少年と比べて大きな差が生じている。朝食・夕食を食べる度合いの低さの要因としては、

就寝・睡眠時間あるいは同居家族との関係があるようです。 

（導き出される課題） 

 ○養育上の課題がある家庭に対するアプローチの強化  →課題５（P12） 

 

 ・高知県の生活保護率は全国平均の約１．７倍の高水準にあり、２０歳未満で生活保護を受給

している子どもは約２，７００人となっています。（図１１） 

 ・高知県の県民１人当たりの所得は２１７．８万円で、全国平均の約７５％にとどまっていま

す。（図１２） 
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図９ 朝食の摂取状況（H24年度）

毎日食べる ほとんど食べない

（出典：高知県教育委員会「平成24年度児童生徒の生活スタイルに関する調査」）
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図１０ 就寝時間（H24年度）

～9時 9～11時 11～12時 12時～ 無回答

（出典：高知県教育委員会「平成24年度児童生徒の生活スタイルに関する調査」）
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図１１ 20歳未満の生活保護世帯人員（H23年度）

（出典：平成23年度生活保護統計年報、年齢階層別世帯人員）

金額 順位

高知県 2,178千円 46位

全国 2,877千円 -

（出典：内閣府「平成22年度県民経済計算」）

図１２　　1人当たりの県民所得（H22年度）
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 ・児童虐待の相談（通告）件数は、２９９件で前年に比べ、１７件（６％）の増加となってい

ます。また、児童虐待の認定件数は１５３件で前年に比べ、３７件（３１．９％）の増加と

なり、県内の子どもの人口が、年々減少する中で、児童虐待の件数は高止まりの状況が続い

ています。（図１３） 

 ・非行の相談件数は２０３件で前年に比べ、２６件（１１．４％）の減少となっていますが、

全相談件数に占める非行相談の割合は、全国平均に比べて高い状態が続いています。 

（図１４、図１５） 

 ・児童相談所で一時保護された子どもの中には、発達障害やその傾向が見られるにも関わらず、

適切な対応が取られてこなかったケースも見受けられます。 

 

  

 

 

 

 

 児童虐待や少年非行の増加の背景には、家庭や地域の教育力の低下が大きく影響しているとも

言われています。このため、支援を必要とする家庭に行政と地域の関係者などが積極的に関わり、

地域で子どもを見守り、育む環境を整備することで、子どもの安心や健やかな成長を確保する必
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件

図１３ 児童虐待相談（通告）件数及び認定件数

相談（通告）件数

認定件数

（出典：高知県中央・幡多児童相談所「業務概要」）
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図１４ 非行相談件数

（出典：高知県中央・幡多児童相談所「業務概要」）

図１５　児童相談所における相談の種類別構成比の全国との比較
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要があります。 

（導き出される課題） 

 ○地域で子どもを見守り、育む気運の醸成  →課題４（P11） 

○養育上の課題がある家庭に対するアプローチの強化  →課題５（P12） 

 ○発達の気になる子どもや保護者への支援の充実  →課題６（P13） 
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２．早急に解決すべき７つの課題の解決に向けた取組の推進 

  （「予防・入口・立直り」の三段階の抜本強化策） 

（課題１）子どもの規範意識を育み、非行を未然に防止するための取組の強化 

 ■親子で規範意識や非行について考える機会を作ったり、深夜営業等の店舗への防犯啓発やテ

レビＣＭ等の活用による非行防止の啓発を行い、子どもを非行に向かわせない環境の醸成を

図るとともに、深夜徘徊少年等への効果的な対策に取組む。 

（１）課題解決のための対策（その１）►►►►►「予防対策」 

 ○幼児期から、子どもや保護者に対して、親子の絆教室などを活用して、規範意識を醸成する

取組を強化する。（警察・教育） 

 [具体的な取組] 

 ・親子の絆教室の開催（幼稚園・保育所の親子を対象とした非行防止教室） 

（県警/少年サポートセンター、各警察署） 

 ・親育ち支援啓発事業の推進（保護者を対象とする講演や相談事業）（教委/幼保支援課） 

 

 ○小学校から高等学校において、非行防止教室や万引き防止の啓発などを行い、規範意識を育

み少年非行の未然防止を推進する。（警察・教育・健康） 

 [具体的な取組] 

新・小中学校、保護者向けに作成した万引き防止リーフレットを活用した学校の授業や家庭にお

ける啓発（１５万部作成し、県内の全小中学校児童生徒及び保護者に配布） 

（福祉/児童家庭課） 

 ・非行防止教室の開催（県警/少年課、各警察署） 

 ・非行について話し合う中学生サミットの開催（県警/少年課、少年警察ボランティア協会） 

 ・小中学校におけるキャリア教育の推進（教委/小中学校課） 

 ・道徳教育の充実（教委/小中学校課） 

 ・学校図書館活動の推進（ことばの力育成プロジェクト）（教委/小中学校課） 

 ・思春期の子どもたちの性に関する正しい知識の情報提供及び性に関する悩み相談への対応 

（健康/思春期相談センター（ＰＲＩＮＫ）） 

 

 ○子どもを犯罪や非行から守るため、携帯電話等の危険性を周知する「親子で考えるネットマ

ナー」の啓発や事業者の協力によりフィルタリングを推進する。（教育・警察） 

 [具体的な取組] 

新・親子で考えるネットマナーアップ事業の推進（全小学校の４年生以上の児童生徒及び保護者

にリーフレットを配付のうえ、授業及びＰＴＡの研修会等で活用）（教委/人権教育課） 

・携帯電話のフィルタリングについての事業所への協力依頼（県警/少年課、各警察署） 

 

 ○深夜営業等の店舗への防犯啓発やテレビＣＭ等の活用によって、万引き防止の啓発に取組む。 

（福祉・警察） 
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 [具体的な取組] 

新・テレビＣＭを活用した万引き防止の啓発強化 

（７月１日から３１日の間、民放３局で８７回放送）（福祉/児童家庭課） 

・コンビニ店舗等への協力依頼を行い防犯意識の啓発を強化（県警/各警察署） 

 

（２）課題解決のための対策（その２）►►►►►「入口対策」 

 ○夜間の徘徊少年等への効果的な対策に取組む。（福祉） 

 [具体的な取組] 

新・夜間徘徊少年に対する見守り・声かけ事業の効果的な具体策の検討 

（非行防止対策ネットワーク会議を開催し、関係者間で協議）（福祉/児童家庭課） 

   

○市町村にスクールソーシャルワーカーや補導教員等を配置し、補導相談体制の充実を図る。 

（教育・警察） 

 [具体的な取組]                              

拡・市町村に配置するスクールソーシャルワーカーの増員 

（Ｈ２４：２１市町村３３人→Ｈ２５：２４市町村３９人）（教委/県、市町村） 

拡・高知市少年補導センターへの教員派遣の増員（２名増員）（教委/高知市） 

・市町村の少年補導センターへの補導教員・補導専門職員の配置（２１市町２８名） 

（教委/市町村） 

・繁華街や公園の見回り、学校周辺の安全対策を担うスクールサポーターの配置（１６名） 

（県警/少年課、各警察署） 

 

 ○薬物乱用・喫煙防止対策や自転車盗難被害防止モデル校の指定によって、学校現場における

非行防止対策を徹底する。（警察・教育） 

 [具体的な取組] 

拡・自転車盗難被害防止モデル校の指定を通じた鍵かけの徹底指導等 

  （Ｈ２４：中学校１８校、高校１６校→Ｈ２５：中学校２１校、高校１９校） 

（県警/各警察署） 

・薬物乱用防止教室の開催 

（県警・健康/少年課、組織犯罪対策課、各警察署、医事薬務課、各福祉保健所） 

 ・薬物乱用・喫煙防止対策の強化に向けた教職員への研修会の開催等 

（教委/スポーツ健康教育課） 
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（課題２）学校における生徒指導体制の強化 

 ■県と市町村の教育委員会が一体となって、小学校からの生徒指導や予防的な生徒指導の取組

などを強化することにより、子どもを非行に向かわせない環境を整備する。 

（１）課題解決のための対策（その１）►►►►►「予防対策」 

 ○学校経営の中に生徒指導を位置付けた組織的な取組や、外部人材の活用による生徒指導の推

進等を図る。（教育） 

 [具体的な取組] 

新・学級経営ハンドブックの作成と普及による生徒指導力等の向上 

（全小中高等学校の教員に配付のうえ、様々な研修会等で積極的に活用） 

（教委/人権教育課等） 

新・志育成型学校活性化事業の推進（自尊感情や自己有用感の向上を図るための生徒指導等） 

（Ｈ２５：県内６中学校を指定）（教委/人権教育課） 

新・学校改善プランに基づく生徒指導推進校支援事業の推進 

（Ｈ２５：県内１２中学校を指定）（教委/人権教育課） 

 ・温かい学級づくりに向けたリーダー養成のための応援事業の推進（教委/心の教育センター） 

 

（２）課題解決のための対策（その２）►►►►►「入口対策」 

 ○学校にスクールカウンセラー等を配置し、生徒指導や教育相談の充実を図る。（教育） 

 [具体的な取組]  

新・生徒指導推進事業による市町村教育委員会の取組への支援（教員ＯＢや警察ＯＢを活用した

非行等への対応、高知市以外の１０市町村に１０名配置、高知市には６名配置） 

（教委/県、市町村） 

新・小学校生徒指導担当教員の指定（全小学校に１名配置）（教委/人権教育課） 

拡・スクールカウンセラー、心の教育アドバイザーの配置 

（Ｈ２４：２０８校→Ｈ２５：２４３校）（教委/人権教育課） 

 ・高等学校生徒支援コーディネーターの研修会の開催（１０校１０名） 

（教委/心の教育センター） 

・生徒指導主事（担当者）会の実施（教委/人権教育課） 

   

 ○学校・警察連絡制度によって、補導等に関する情報提供や連絡を行い、指導や立直り支援に

繋げる。（警察・教育） 

 [具体的な取組] 

 ・学校・警察連絡制度の効果的な活用（県警・教委/県、市町村） 

 

（３）課題解決のための対策（その３）►►►►►「立直り対策」 

 ○緊急学校支援チームを設置し、非行等による深刻な状況が発生した学校の支援を行う。（教育） 

 [具体的な取組]                                

新・緊急学校支援チームの派遣 

（専門家チーム８名の中から事案に応じて適宜数名を派遣）（教委/人権教育課） 
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（課題３）子どもの立直りを支援し、社会で孤立させないための取組の強化 

 ■少年サポートセンターの体制を強化し、非行少年への学習支援や学校への復帰、あるいは、

進学・就労支援など、子どもの立直りを支援するための体制を構築する。 

 ■児童相談所や希望が丘学園は、子どもたちの将来に向けて、常に最善の方策を念頭に置きな

がら、関係機関と連携し、一貫した支援を行う。 

課題解決のための対策►►►►►「立直り対策」 

 ○子どもたちの一人ひとりに対応した立直りのための支援が行えるよう少年サポートセンター

の体制強化と充実を図る。（警察・教育） 

[具体的な取組]                               

拡・少年サポートセンターでの立直り支援の強化に向けた派遣教員の増員（４名）と当センター

の機能強化に向けた将来のあり方の検討 

（県警・教委/少年サポートセンター、各警察署、人権教育課等） 

   

 ○児童相談所は、関係機関との連携を密にして、一体となって、子どもたちや家庭への支援・

援助を行う。（福祉） 

 [具体的な取組] 

 ・支援が必要な子どもに対し、子どもが抱える問題や子どもの置かれた家庭環境などの状況に

応じて、子どもと家庭に最も効果的な支援を実施（福祉/児童相談所） 

 

 ○児童自立支援施設希望が丘学園の生活指導等を通じて、健やかな成長と自立を支援する。 

                                      （福祉） 

 [具体的な取組] 

 ・学園内での日常生活において、生活指導や社会性を身に付けるための取組を通じて、子ども

の立直りと自立を支援（福祉/希望が丘学園） 

 

（課題４）地域で子どもを見守り、育む気運の醸成 

 ■地域社会がこれまで担っていた地域の支え合いの機能や教育機能が弱まる中、県と市町村が

連携して、地域での見守り活動や非行の芽の早期発見につながる地域活動への支援を強化す

るなど、地域社会全体で子どもの育ちを支援する体制づくりを推進することにより、地域全

体が非行問題に目を向け、「地域の子どもたちは地域で守り育てる」といった気運が醸成され

ることを目指す。 

課題解決のための対策►►►►►「予防対策」 

 ○行政機関や民生委員・児童委員及び主任児童委員などによる地域の支え合いの力を活用して、

養育上の課題がある家庭に対するアプローチを行い、相談や支援を行う体制を整備する。 

（健康・福祉） 

 [具体的な取組] 

新・就学時の健診時等における民生委員・児童委員及び主任児童委員による保護者との関係づく

りを通じた地域の見守り活動を支援する（高知市内の小学校１０校のモデル校で実施） 

（福祉/児童家庭課） 
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 ○民生委員・児童委員及び主任児童委員やＰＴＡなどとの連携を強化する。（教育） 

 [具体的な取組] 

 ・ＰＴＡ連合会等と連携した保護者への非行防止に向けた啓発（教委/県、市町村） 

 

 ○学校支援や放課後支援等の取組を充実させることなどにより、地域社会全体で子どもの育ち

を支援する体制づくりを推進する。（教育） 

[具体的な取組] 

・地域社会全体で学校を支える仕組みづくりの推進（教委/市町村） 

・放課後の子どもたちの居場所づくりと学びの場の充実（教委/市町村） 

・高校生の健全育成に向けた高Ｐ連育成員制度の活性化（教委/生涯学習課） 

 

（課題５）養育上の課題がある家庭に対するアプローチの強化 

■不適切な養育環境が非行につながる大きな要因の一つとして挙げられており、妊娠期や出

産・育児期に養育上の支援を必要とする家庭を早期に把握し、必要な支援が適切に行える体

制を整備する。 

 ■学年が高くなるほど、朝食を欠食する児童生徒が増えるなど生活習慣が乱れる傾向があり、

非行少年にはよりその顕著な傾向が認められるとも言われており、教育委員会と学校が連携

して、健康的な生活習慣の定着につながる取組を強化する。 

 ■親自身が、生活に追われ、ストレスを積み重ねて、子どもに向き合うなどといった家庭環境

の悪化が、その後の子どもの非行につながる要因の一つとして挙げられており、こういった

保護者が、親族や地域社会から孤立し、援助者がいない家庭とならないような支援体制を確

立する。 

 ■少年院在院中の子どもの約半分が児童虐待を繰り返し受けていたとの報告や、子ども自身、

虐待経験が非行の原因だと感じているとの調査結果もあるなど、児童虐待は、非行につなが

る要因の一つと考えられており、身体的虐待やネグレクトなどといった養育上の課題のある

家庭の早期発見と対応及び虐待の手前のレベルでの早期支援の取組を強化する。 

（１）課題解決のための対策（その１）►►►►►「予防対策」 

 ○妊娠期から乳幼児期までの健康診査や相談事業などの様々な機会を捉えて、養育上の支援が

必要な家庭を把握し、要保護児童対策地域協議会等への情報提供を行うとともに、行政機関

や民生委員・児童委員などが連携した地域の支え合いの力を活用して、養育上の課題がある

家庭に対する相談や支援を行う。（健康・福祉） 

[具体的な取組] 

・母子健康手帳交付時の面接や妊婦教室（両親学校）、妊産婦訪問指導等の際に、妊娠期から支

援を必要とする家庭を把握し（健康/市町村）、家庭への相談や支援を行う市町村に対して、

要保護児童対策地域協議会において助言を行うなど積極的に県が支援 

（健康・福祉/健康対策課、児童家庭課） 

・乳児家庭全戸訪問や養育支援訪問事業（福祉/市町村）、あるいは新生児訪問や乳幼児健康診

査、育児相談等（健康/市町村）の際に、乳幼児期における支援が必要な家庭を把握し、家庭
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への相談や支援を行う市町村に対して、要保護児童対策地域協議会において助言を行うなど

積極的に県が支援（健康・福祉/健康対策課、児童家庭課） 

  

 ○小中高校生を対象に健康的な生活習慣の定着のため、生活や健康に関する副読本等の教材を

活用した健康教育を行う。（健康・教育） 

 [具体的な取組] 

新・小学校低学年の生活リズムの向上を支援（県内の全小学校１、２年生に年２回生活リズムチ

ェックカードを配付し、家庭で保護者と一緒に生活習慣のチェックを行い、生活習慣の見直

しと向上を図る）（教委/生涯学習課他） 

新・小学校高学年、中高校生の生活習慣の見直しとよりよい生活習慣の実践に向けた支援 

（全学校の児童生徒に高知県の健康状況を理解するのに役立つ副読本の１人１冊の配付を行

い、授業等で積極的に活用）（教委/スポーツ健康教育課他） 

新・学校関係者を対象にした研修会の実施 

（虫歯予防の研修会を４回、喫煙防止の研修会を１回開催）（健康/健康長寿政策課） 

 

（２）課題解決のための対策（その２）►►►►►「入口及び立直り対策」 

 ○児童相談所は、関係機関との連携を密にして、一体となって、子どもたちや家庭への支援・

援助を行う。（福祉） 

 [具体的な取組] 

 ・保育所や学校は、子どもや家庭の状況の把握と関係機関等への情報提供に努める一方、支援

が必要な家庭に対しては、市町村の家庭相談担当部署と児童相談所が連携して相談援助を実

施（福祉/市町村・児童相談所） 

 

（課題６）発達の気になる子どもや保護者への支援の充実 

 ■一時保護された子どもの中には、発達障害やその傾向が見られるにも関わらず、適切な対応

が取られてこなかったケースも見受けられることから、関係機関が連携のうえ、発達の気に

なる子どもの早期発見・早期療育の推進や、個々の子どもの状況を踏まえた専門的な相談援

助などといった支援の充実を図る。 

（１）課題解決のための対策►►►►►「予防対策」 

 ○発達の気になる子どもの早期発見や早期療育を推進する。（健康・福祉） 

 [具体的な取組] 

新・発達の気になる子どもの早期発見・早期療育による年齢に応じた一貫した支援体制の構築に

向けた検討（中央児童相談所と療育福祉センターを一体化し、両機関の専門的機能の相乗効

果を発揮するための子ども総合センター整備基本構想の策定）（福祉/障害保健福祉課） 

 ・乳幼児健康診査（健康/市町村）での早期発見 

 

○保育所・幼稚園等から中学校までの校種間の連携を図り、中学校区を中心とした特別支援教

育を柱に据えた教育を推進する。（教育） 

[具体的な取組]   
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・モデル地区における各校種間での引継ぎシート（個別の教育支援計画）を用いた支援会の実

施及びモデル地区の拡充による一貫した支援体制の確立（教委/特別支援教育課） 

・発達障害等のある児童生徒のアセスメントを生かした授業改善及び学級経営の工夫を通じた

学校生活の充実（教委/特別支援教育課） 

 

（２）課題解決のための対策（その２）►►►►►「入口及び立直り対策」 

 ○児童相談所は、関係機関との連携を密にして、一体となって、子どもたちや家庭への支援・ 

援助を行う。（福祉） 

 [具体的な取組] 

 ・発達障害児への専門的な相談援助、支援等を担う発達障害者支援センターと児童相談所によ 

る相談援助活動（福祉/児童相談所・発達障害者支援センター） 

 

○特別な支援を必要とする幼児児童生徒について、関係機関から専門性の高い助言や援助を学

校等に提供し、幼児児童生徒の特性に応じた適切な指導及び支援の充実を図る。（教育） 

[具体的な取組] 

・県教育委員会が設置する専門家チーム、学校支援チーム及び４圏域の特別支援連携協議会に

参加する関係機関で巡回相談チームを組織し、学校等へ派遣する（教委/特別支援教育課） 

 ・医療・福祉・雇用労働分野等と連携し、長期的な視点で一貫した支援を考える個別の教育支

援計画の作成への助言（教委/特別支援教育課） 

 

○保育所・幼稚園等から中学校までの校種間の連携を図り、中学校区を中心とした特別支援教

育を柱に据えた教育を推進する。（教育） 

[具体的な取組] 

・発達障害等のある児童生徒のアセスメントを生かした授業改善及び学級経営の工夫を通じた

学校生活の充実（教委/特別支援教育課） 

 

（課題７）子どもが自立した社会生活を営む基礎づくり 

 ■非行少年の学校への復帰や就労などを通じて子どもの立直りを支援するための体制を構築す

る。 

課題解決のための対策►►►►►「立直り対策」 

 ○無職少年等の就学や就労支援などを行う若者サポートステーションや、更生保護サポートセ

ンターとの連携を強化することにより、自立した社会生活を営む基礎づくりを支援する。 

（教育・福祉） 

 [具体的な取組]                              

新・更生保護サポートセンターとの連携による無職の非行少年の就労支援 

  （非行少年の就労支援のための仕組みづくりに向けた高知保護区保護司会との協議の実施） 

（福祉/児童家庭課） 

・若者サポートステーションとの連携による就学・就労支援（教委/生涯学習課）  
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３．少年非行の防止対策の抜本強化に向けた体制整備 

（１）基本的な考え方 

 ○次のような基本的な考え方のもとで取組を推進します。 

・「教育行政」「警察行政」「県行政」などといった少年の健全育成を担う関係機関が同じ課

題意識を共有し、それぞれの機関の特性と機能を相互に理解したうえで、しっかりとした

連携体制を構築し取組を進めます。 

・青少年の健全育成は地域社会が育むという視点に立ち、学校、警察、行政などの関係機関

と家庭を含む地域社会が一体となった取組を推進します。 

・子どもの規範意識を育み、非行を未然に防ぐ「予防対策」、非行の入口にいる少年を非行に

向かわせないための「入口対策」、非行の拡大や連鎖を防ぎ、立直りを支援するための「立

直り対策」といった三つの段階毎に取組を進めます。 

 

（２）抜本強化策の推進に向けた体制の整備 

 ○教育委員会、警察本部、知事部局等が連携して非行防止対策ネットワーク会議を組織し、少

年非行の防止対策を着実に推進するための実態調査や必要となる施策の企画立案等を行いま

す。 

○高知県青少年問題協議会では非行防止対策全般について議論し、状況に応じて新たな対策や

見直しなどを提言します。 

○取組全体の進捗管理は日本一の健康長寿県構想推進会議において行い、非行の実態の分析結

果や社会情勢の変化などを含め、ＰＤＣＡサイクルによる検証を通じて、個々の取組のバー

ジョンアップを図るなど、取組を強化してまいります。 

 

日本一の健康
長寿県構想推進会議

　【構成員】
　　知事、副知事、教育長
　　健康政策部、地域福祉部の課長以上及び
　　地域機関長等
　　※年４回開催

高知県青少年問題協議会

　【委員：２２名】
　　知事（会長）
　　関係行政機関（６名）
　　学識経験者（７名）
　　関係団体等（８名）

非行防止対策ネットワーク会議

　【構成員】
　　知事部局（福祉/健康）、県教育委員会、警察、高知市
　　高知市民生委員児童委員協議会連合会の代表等
　　※随時開催（横の連携/調整/意思統一等）

県・県教委・県警等

抜本強化策の推進に向けた体制

非行防止対策の全体を議論

事業実施機関

非行防止対策の調査、企画等

PDCA

計画の進捗管理

意

見

報

告

企

画

提

案

企

画

立

案
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４．少年非行の防止に向けた抜本強化策の目指すべき姿（成果目標） 

 ○少年非行の防止対策の抜本強化を図るとともに、非行少年を支える体制を整備することで、

少年の非行率・再非行率などの減少を目指します。 

   

  予防対策►►►►► 不良行為による補導人数の前年比５％低減を目指します。 

 

  入口対策►►►►► 入口型非行人数を平成２４年の９０％以下に抑制し、その状態を継続します。 

 

  立直り対策►►►►► 再犯者数の前年比５％低減を目指します。 

 

 

 

 

その他の児童生徒 １０万人

非行の入口にいる少年

ぐ犯少年ら

約４，０００人（推計）

犯罪少年

触法少年ら

約２００人

（推計）

保 護 者

その他の児童生徒 １０万人

保 護 者

非行のピラミッドを小さくします!

【H25年】

・不良行為による補導

人数の前年比５％低

減を目指します。

予防

対策

入口

対策

立直り

対策

官民協働の力を結集した取組


